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　町農業委員会は８月から、関係機関と連携し、農地

の無断転用や不法投棄防止のための農地のパトロー

ルを行っています。パトロールは８月から 10 月ま

で毎月実施。町農業委員と町農林環境課、ＪＡ新い

わて、県農業改良普及センターの職員が担当地区を

巡回しています。パトロールの結果は、違反転用の

有無や遊休農地の確認状況を記入した「農地パト

ロール報告書」として事務局に提出。農地利用集積

の相談や遊休農地解消に役立てられます。町の皆さ

んの理解と協力をよろしくお願いします。

町農業委員会事務局

違反転用を防止し
遊休農地をなくしましょう！

農地パトロールを実施中！

近年、山間部を中心に耕作不適地の農地の荒廃が目立

ちます。農地や周辺環境の適正管理、国の新しい施策

に対応するため、今後は、農家の皆さんと関係機関とが

一層連携し、耕作放棄地ゼロを目指す必要があります。

ともに違反転用を防止し遊休農地をなくしましょう。

町農業委員会　福島昭士会長

まちかど写真館

３  職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(1) 勤務時間

区　分 勤務時間など

勤務を要する曜日
毎週月曜日から金曜日までの週5日間（祝日法による休日
と12月 29日から翌年1月3日までを除く)

1 日当たりの勤務時間
午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までの休憩時間を除い
た実働 8時間勤務

1週間当たりの勤務時間 40 時間（8時間× 5日間）

年間総勤務時間 2,080時間勤務（40 時間× 52 週間）

(2) 休暇制度（平成 20 年 1 月 1 日～ 12 月 31 日）

主な休暇の種類 休暇日数など 取得件数

有
給
休
暇

病気休暇

負傷または疾病のため療養する必要が
あり、その勤務しないことがやむを得
ない場合　3カ月以内（ただし、公務災
害と結核性および精神性疾患の場合を
除く）

15 件

年次休暇 全職員に対し、１年につき 20 日間付与 平均 9.8 日

特
別
休
暇

結婚休暇
結婚の日の 2日前から結婚の日以後 1
カ月の期間内における連続する 7日の
範囲内の期間

2件

産前休暇 出産予定日前 6週間 4件

産後休暇 出産の翌日から 8週間 4件

育児時間休暇 1日 2回各 1時間 1件

看護休暇 1年につき 5日の範囲内の期間 1件

妻の出産休暇 町長が定める期間内の 2 日の範囲内の期間 1件

親族死亡休暇 親族により 1日から 10 日の期間 15 件

火災復旧休暇 7日の範囲内の期間 1件

夏季休暇 1年につき 3日間付与 平均 2.8 日

４  職員の服務の状況

　すべての職員は、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務し、職務遂行
に当たっては全力で奉仕しなければなりません。この服務の基本原則を忠実に
実行するため、服務規律の順守に努めています。

区　分 内　容

法令などや上司の職務上
の命令に従う義務

職員は法令などに従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実
に従わなければならない。

信用失墜行為の禁止
職員は、信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉とな
るような行為をしてはならない ｡

秘密を守る義務
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その
職を退いた後もまた同様とする。

職務に専念する義務
職員は、勤務時間と職務上の注意力のすべてをその職責遂
行のために用い、職務に専念しなければならない。

政治的行為の制限 職員は、政治活動をしてはならない。

争議行為等の禁止 職員は、ストライキをしてはならない。

営利企業等の従事制限
職員は、営利を目的とする私企業を営み、または報酬を得てい
かなる事業もしくは事務にも従事してはならない。

７  職員の福祉及び利益の保護の状況

(1) 福利厚生制度に関する状況

区　分 受診者数

循環器検診 159 人

胃がん検診 90 人

婦人科検診 42 人

合　計 291 人

(2) 公務災害補償制度

加入団体 災害件数

地方公務員災害補償基金岩手支部 1件

８　公平委員会に係る業務の状況

　平成 20 年度において、勤務条件に関する措置の
要求や不利益処分に関する不服申立てなどはあり
ませんでした。

５  職員の分限及び懲戒処分の状況

（1）分限処分

　平成 20 年度は、心身の故障により 1人が休職処
分を受けています。

（2）懲戒処分

　平成 20 年度は、道路交通法違反による戒告処分
を 1人、信用失墜行為による減給処分を１人、計 2
人が受けています。

６　職員研修と勤務成績の評定状況

(1) 職員研修の実施状況

研修区分 受講者数 研修内容など

研修所研修 33 人 自治大学校など

各種専門研修 28 人 法規事務など

職場内研修 241 人 メンタルヘルス研修など

合　計 302 人

(2) 勤務成績の評定状況

評定の時期
評定結果

成績良好 成績不良 合計

平成21 年 1月 154 人 2 人 156 人

※育児休業者は除外しています

事務局　　　62-2111 内線 311､313
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２  職員の給与の状況

(1)1 人当たりの支給額     （平成 20 年 4 月 1 日現在）

区　分 行政職 医療職 福祉職 労務職

平均給料月額 311,523 円 335,343 円 368,082 円 314,922 円

合　計 321,007 円

１　職員の任免及び人数の状況

区　分
平成19年度
末の職員数

平成20年度中 平成20年度
末の職員数採用 異動 退職

行政職 118 人 3 人 0 人 8 人 113 人

議会事務局 2人 0人 0人 0人 2人

町長部局 87 人 3 人 △1人 6人 83 人

教育委員会 22 人 0 人 △1人 1人 20 人

選挙管理委員会 1人 0人 0人 0人 1人

農業委員会 2人 0人 1人 1人 2人

水道事業所 4人 0人 1人 0人 5人

医療職（保健師・准看護師） 8人 0人 0人 1人 7人

福祉職（保育士） 22 人 0 人 0 人 3 人 19 人

労務職（用務員ほか） 9人 0人 0人 0人 9人

町長部局 2人 0人 0人 0人 2人

教育委員会 7人 0人 0人 0人 7人

合　計 157 人 3 人 0 人 12 人 148 人

(2) 初任給基準

区　分 大卒 短大卒 高卒 中卒

行政職 161,600 円 149,800 円 140,100 円

医療職（保健師） 201,100 円

医療職（栄養士） 180,500 円 159,000 円

医療職（准看護師） 准看護師養成所卒  153,300 円

福祉職（保育士） 161,600 円

労務職（技能職員） 137,200 円 129,200 円

労務職（甲） 経験年数などにより 137,200 ～ 211,700 円

労務職（乙） 経験年数などにより 121,600 ～ 203,000 円

(3) 手当制度の状況

【扶養手当】 扶養親族を有する職員に対して支給

◇配偶者　月13,000円  ◇扶養親族の子、父母などそれぞれ1人につき月

6,500円（職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち１人については月

11,000円）　◇子のうち満15歳に達する日後の最初の4月 1日から満22

歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合は、上記に

かかわらず月5,000円を加算

【住居手当】  自ら居住するための住宅を借り受け、月額12,000円を超え

る家賃を支払っている職員または自己所有の家に居住している職員のうち

世帯主で、なおかつ、新築又は購入から５年を経過していないものに居住し

ている職員に支給  ◇借家居住　家賃月額の約2分の1（月27,000円上限）

　◇持家居住　月3,000円

【通勤手当】　通勤距離が片道2㌔を超える職員に対して支給

◇自動車  通勤距離に応じて月2,000円～16,800円  ◇バスなどの交通機

関　1カ月の通勤に要する定期券の額

【特殊勤務手当】　◇防疫作業手当（1日500円）　感染病などの防疫作業な

どに従事した職員に支給  ◇行旅死亡人取扱手当（1体3,000円）　行旅死

亡人の処理作業に従事した職員に支給

【時間外勤務手当】 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職

員に支給

◇勤務日における時間外勤務　1時間につき当該職員の時間単価×1.25（午

後10時から翌午前5時までの深夜勤務は1.5倍）  ◇週休日における時

間外勤務　1時間につき当該職員の時間単価×1.35（午後10時から翌午

前5時までの深夜勤務は1.6倍）

【宿日直手当】 宿日直勤務を命じられた職員に支給　1回4,200円

【夜間勤務手当】 正規の勤務時間として午後10時から翌午前5時までの

間に勤務することを命じられた職員に支給　1時間につき当該職員の時間

単価×0.25

【休日勤務手当】　祝日法による休日と年末年始の休日において勤務を命じ

られた職員に支給　1時間につき当該職員の時間単価×1.35（午後10時

から翌午前5時までの深夜勤務は1.6倍）

【管理職手当】　管理または監督の地位にある職員に支給　給料月額×8％

【管理職員特別勤務手当】　管理または監督の地位にある職員が週休日また

は祝日法による休日もしくは年末年始の休日などにおいて、災害などの特

別な事情により勤務した場合に支給　1回4,000円

【期末手当】　基準日（6月1日、12月 1日）に在職する職員に支給　◇6月

期　期末手当基礎額×1.4月分  ◇ 12月期　期末手当基礎額×1.6月分

【勤勉手当】　基準日（6月1日、12月1日）に在職する職員に支給  ◇6月期

　勤勉手当基礎額×0.725月分　◇12月期　勤勉手当基礎額×0.775月分

【寒冷地手当】　基準日（11月から翌年3月までの各月の初日）に在職する職

員にその世帯の状況に応じて支給

◇世帯主で扶養親族がある職員　月17,800円　◇世帯主で扶養親族のな

い職員　月10,200円　◇その他の職員　月7,360円

行政運営の公平性と透明性をより高めるため町

職員の任用や給与、勤務条件、福祉などの人事行

政の運営状況について、町の皆さんに一層ご理解

をいただくようそのあらましを紹介します

町の人事行政運営状況
お知らせします

問い合わせ先　役場総務課行政係　　　62-2111　内線 204､205
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